
●雇用保険受給の手続きをしている方は、求職活動の実績になります。

●新しく掲載されたハローワークの求人情報を閲覧することができます。

●相談は無料です。何度でもご相談いただけます。

●対象：市内在住または市内企業にお勤めの方

ハローワーク東近江職員と商工振興課職員による相談です。

予約なしで何度でもご相談いただけます。

毎月第２火曜日に実施しています。※８月は第１火曜日に実施します。
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～商工振興課窓口でもご相談できます～

(火)

★商工振興課窓口でも随時相談を受け付けています。
ご希望される場合は、お電話にてご連絡ください。
※商工振興課職員のみの対応となります。


